
エスカールデイサービスセンター利用料金表 

２０１９年１２月１日 

北上市介護予防・日常生活支援総合事業（事業対象者、要支援１、要支援２）   ※ 介護予防の料金は、月額となります。 

【1 割負担】 

要支援度 基本料金 
サービス提供 

体制強化加算Ⅰ 

運動器機能 

向上加算 

生活機能向上 

グループ活動 

加算 

口腔機能 

向上加算 

介護保険分 

合計料金① 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 

（5.9％）② 

食事料金③ 

（おやつ含む） 

合 計 

①＋②+③ 

事業対象者 

・ 

要支援１ 

(週 1回程度) 

1,655円  72円  225円  100円  150円  

1,655円+72円 

＝1,727円 

＋ 

各種加算 

例） 

運動機能向上加算 

ありの場合 

 (1,727 円+225 円) 

×5.9％⇒115円 

580円／回  

例）月 4回利用 左記例の場合 

 (食費)580円×4回 

＝2,320 円 

1,727 円+225+115 円 

＋2,320円＝4,387円 

事業対象者 

・ 

要支援２ 

(週 2回程度) 

3,393円  144円  225円  100円  150円  

3,393円+144円 

=3,537円 

＋ 

各種加算 

例） 

運動機能向上加算 

ありの場合 

 (3,537 円+225 円) 

×5.9％⇒222 円 

580円／回  

例）月 8回利用 左記例の場合 

(食費)580 円×8回 

   ＝4,640 円 

3,537 円+225 円+222 円 

＋4,640 円＝8,624円 

【2 割負担】 

要支援度 基本料金 
サービス提供 

体制強化加算Ⅰ 

運動器機能 

向上加算 

生活機能向上 

グループ活動 

加算 

口腔機能 

向上加算 

介護保険分 

合計料金① 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 

（5.9％）② 

食事料金③ 

（おやつ含む） 

合 計 

①＋②+③ 

事業対象者 

 

要支援１ 

(週 1回程度) 

3,310円  144円  450円  200円  300円  

3,310円+144円

＝3,454円 

＋ 

各種加算  

例） 

運動機能向上加算 

ありの場合 

 (3,454 円+450円) 

×5.9％⇒230円 

580円／回  

例）月 4回利用 左記例の場合 

 (食費)580円×4回 

＝2,320 円 

3,454 円+450 円+230円 

＋2,320円＝6,454円 

事業対象者 

 

要支援２ 

(週 2回程度) 

6,786円  288円  450円  200円  300円  

6,786円+288円 

＝7,074円 

＋ 

各種加算 

例） 

運動機能向上加算 

ありの場合 

 (7,074 円+450円) 

×5.9％⇒444 円 

580円／回  

例）月 8回利用 左記例の場合 

(食費)580 円×8回 

   ＝4,640 円 

7,074 円+450円+444 円 

＋4,640 円＝12,608円 

【３割負担】 

介護保険分１割負担額に３を乗じた金額に食事料金が足されます。 

【その他】 

※ サービス提供体制強化加算Ⅰとは、介護福祉士が 50％以上配置されている加算のことです。 

※ 介護職員処遇改善加算Ⅰとは、介護職員の賃金改善に充てることを目的とした加算です。 

 

 

利用者様ごとにサービス内容が異なりますので、詳細は施設職員にお問い合わせください 


